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心がかよう人がつどい

　　  はじめに

甲府市は、美しい自然と永い歴史に育まれながら、多くの市民の皆さ

まの弛まぬ努力により、山梨の政治・経済・文化の中心として着実に発

展し、本年3月には中道町、上九一色村北部地域との合併を行い、新「甲

府市」としての第一歩を踏み出しました。

こうしたなかで、本市を取り巻く状況は、少子・高齢化の進展と人口

減少社会の到来、循環型社会への転換、地方分権の推進など行財政運営

の大きな変革期を迎えています。このような状況を踏まえて、甲府市の

将来あるべき姿（都市像）を「人がつどい　心がかよう　笑顔あふれる

まち・甲府」とした平成27年度までの10年間の市政運営指針となる、新

たな総合計画を策定いたしました。

この都市像は、自然と人の営みが調和し、私たちのまちに集うすべての人々が、「住んでよかった」

「来てよかった」と思えるまち、笑顔あふれ活力あるまちを市民の皆さまとともに築き上げて行き

たいとの想いから設定したものであります。

今後は、都市像実現のため本計画に位置づけた「構想推進の考え方」と「基本目標」を基調に、財政

と事業評価を連動させた実効性の高い事業執行と市民の皆さまと「協働」でまちづくりに取り組み、

このかけがえのない甲府市を次の時代に誇りと自信をもって引き継いで行きたいと考えておりま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見ご提言をお寄せくださいました市民ワークシ

ョップの皆さまをはじめ、多大なご尽力を賜りました総合計画審議会委員並びに関係各位に厚く

お礼申し上げます。

                                               平成18年 6月  

甲府市長　宮島雅展  

笑顔あふれるまち

　  まちづくりの基本方向

都市像

わたしたちのまちを取り巻く時代の流れは、大きく変化しています。

人口減少社会の到来や少子・高齢化の進展などは、自治体運営や市民の日常生活にも影響

を及ぼし、ともすると不安な時代でもあります。

しかし、わたしたちは、これまでの永い歴史のなかで恵まれた自然の懐に抱かれながら、

共に手を携え、心を一つにして、時には苦難を乗り越えながら誇りある甲府の文化を培って

きました。

県都甲府市は、多くの人・もの・文化が集い交わる都市として栄え、地域の中核都市とし

ての役割を担っています。

今、わたしたちは、このかけがえのないふるさとを次代に引き継いでいくために創意工夫

を凝らし、人の温もりや心の交流を大切にしながら様々な課題に前向きに取り組んでいくこ

とにより、優しさが実感できるまちづくりを実現していきます。

そして、自然と人の営みが調和し、わたしたちのまちに集うすべての人々が「住んでよか

った」「来てよかった」と思えるまち、笑顔があふれ活力あるまちをみんなでつくっていき

たい…。

そんな想いをこめて、「人がつどい　心がかよう　笑顔あふれるまち・甲府」と将来像を

定めます。

・甲府



　　計画策定の趣旨

総合計画は、総合的かつ計画的な行政運営の指針となるものであり、時代の潮流や市民意識

の変化に的確に対応しながら、まちづくりの目標を明らかにし、これを達成するための施策や

事業を示すものです。

甲府市の将来あるべき姿を創造するため、市民の参画・協働に基づく市民サービスの推進を

基本とし、自立する自治体の構築に向けて計画的で実効性のある市政運営指針として、新たに

第五次甲府市総合計画を策定するものです。

　　計画の性格と役割

　すべての市町村が総合計画の策定を義務づけられています。

　甲府市が総合的・計画的に市政運営を進めるための指針となる最上位計画です。

　協働のまちづくりを推進していくための指針となるものです。

　社会経済情勢の変化に的確に対応するため、柔軟な見直しを行うことができるものとします。

　行政の説明責任と透明性を確保するため、計画の内容などを公表します。

　　計画の構成と期間

　総合計画は、目的と手段を明確にするために、「基本構想」と「実施計画」により構成します。

　実施計画は、基本構想に基づき諸施策を体系的に示します。

　「基本構想」は、平成18年度（2006年度）を初年度とし、10年後の平成27年度（2015年度）を目標

　年度とします。「実施計画」は、平成18年度を初年度とし、計画期間は3か年とします。　

　また、毎年度「財政計画」と「評価」との連携を図った見直しを行います。

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

基 本 構 想

実 施 計 画

10か年

３か年計画を毎年見直し３か年計画を毎年見直し

10か年





第3次産業
第2次産業
第1次産業 資料：国勢調査

　　将来推計

人口

平成27年における総人口は、平

成17年の国勢調査速報値を基に推

計すると、おおむね191,700人にな

ると予想され、年齢構成は年少人

口が12.9％、生産年齢人口が60.3％、

老年人口が26.8％になると見込ま

れます。

世帯数

平成27年における世帯数は、お

おむね81,800世帯になると予想さ

れ、一世帯あたりの人員は、2.34人

になると見込まれます。

産業別就業人口（市内常住者）

産業別就業人口（市内常住者）は

労働力人口の減少に伴い、平成7年

をピークに減少に転じ、平成27年

には、おおむね93,400人になると

見込まれます。

甲府市の人口・世帯数・産業別就業人口を推計しました。
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甲府市市民憲章

美しい自然と古い歴史に恵まれて栄えてきた甲府市は、いまや、あらたな近

代都市として、大きく発展しようとしています。

わたくしたちは、この甲府の市民であることに誇りと責任を感じ、市民憲章

のもとに力を合わせ、よりよい甲府市をつくることに努めます。

　　　　1　まじめに働き、栄えるまちをつくります。

　　　　1　きまりを守り、住みよいまちをつくります。

　　　　1　たがいに助けあい、楽しいまちをつくります。

　　　　1　からだをきたえ、明るいまちをつくります。

　　　　1　教養を高め、文化のまちをつくります。

甲府市市民憲章

美しい自然と古い歴史に恵まれて栄えてきた甲府市は、いまや、あらたな近

代都市として、大きく発展しようとしています。

わたくしたちは、この甲府の市民であることに誇りと責任を感じ、市民憲章

のもとに力を合わせ、よりよい甲府市をつくることに努めます。

　　　　1　まじめに働き、栄えるまちをつくります。

　　　　1　きまりを守り、住みよいまちをつくります。

　　　　1　たがいに助けあい、楽しいまちをつくります。

　　　　1　からだをきたえ、明るいまちをつくります。

　　　　1　教養を高め、文化のまちをつくります。

古紙配合率100％再生紙と大豆油インキ
を使用しています。

  第五次甲府市総合計画につきましては、中道支所、上九一色出張所をはじめ、市立
図書館、各公民館及び窓口センターなどに冊子を備え付けるとともに、甲府市ホー
ムページにも掲載してありますので、ぜひ、ご覧ください。

山梨県甲府市企画部企画財政室計画調整課
〒400-8585  山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号
電  話　055-237-1161(代)
甲府市ホームページ　http://www.city.kofu.yamanashi.jp

市の木　カシ 市の鳥　カワセミ 市の花　ナデシコ


